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 令和 7年度(2025年度)事業計画(案)及び予算(案)の件 
 

（１）  令和 7年度(２０２5年度)事業計画書(案)  （2025年４月１日～2026年３月 31日）  

 

  本協会会員の皆様、また、本協会所属の各団体グループの方々のお力添えを得て、理事長として 

今日まで時間が許す限り、協会、各種委員会、並びに各グループなどの行事、活動に参加させていた 

だきました。そこで感じたことは皆様の活動が地域に根差したものとなっていることです。この点は極めて 

重要なことであります。理事長という役職をいただいておりますが、理事長は会員各位に対して「奉仕」して 

いくのが第一義だと思っております。それ故、2024年 5月に理事長職に就任後、できる限り多くの団体 

会員の会合や委員会に出席させていただくことを心掛けてやってまいりました。皆様の活動現場を知り、 

身体で感じ取ることで、皆様がそれぞれの活動に対して如何にご苦労されているかを理解することが 

できました。 

2025年度は、八王子市からの助成金が減額されましたが、知恵を出しながら、重要案件である 

「キッズサロン」は勿論のこと、本協会が実施する諸事業が昨年度以上に実りあるものとなるよう力を 

尽くしていこうと思っております。なお、減額に伴い、4月以降事務局は毎週木曜日を休業日とて追加 

いたしました。 

厳しい財政状況下での協会運営になると思います。しかしながら、会員、各委員会、各団体活動に 

いささかも支障をきたすことがないよう、努力していく所存であります。そのためには、皆様のご協力、 

ご理解を賜らなければならない場合があるかと思いますが、何卒宜しくお願い申し上げます。 

 

   Ⅰ．生活・コミュニケーション事業 

１．「語学ボランティア」 

語学ボランティアは、当協会事業の基盤となる活動です。 

サポートデスクでの通訳・翻訳依頼の対応をはじめ、当協会事業の各種通訳・翻訳のほか、「日本語

を母語としない親子のための多言語高校進学ガイダンス」などの通訳を行います。 

外国人市民のための生活情報等の通訳・翻訳が中心ですが、内容を評価した上で民間団体、個人

から依頼される通訳・翻訳も行います。 
 

２．「医療ボランティア」 

外国人市民、医療機関からの要請に応じて、医療通訳ボランティアを紹介します。 

外国人の治療が可能な病院・医院の情報、外国人市民への医療情報の提供を充実し、 

外国人市民への一層の周知を図ります。 

医療通訳ボランティアのスキルアップを目的に、研修会を上期・下期各１回実施します。 
   

３．｢防災･災害対応｣  

八王子市総合防災訓練に外国人と語学ボランティアとともに参加します。 

八王子消防署と連携して外国人集住地区での防災訓練（1回）を、外国人市民ととともに 

計画・実行して、外国人市民の防災意識の向上を図ります。 
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Ⅱ．広報事業 

１．会報発行 

外国人市民コミュニティや当協会団体会員、賛助会員等の活動や情報を掲載した、充実した会報 

(年：４回)の紙面づくりに努めます。イベント紹介やイベントの報告もします。 

また、4月に“総会特別号”、２月に“新会員募集・会員継続案内特別号”の発行を計画しています。 

２．ホームページ・SNS（Facebook）・動画（YouTube）へ発信 

協会の活動や関連する有効な情報をタイムリーに会員や語学ボランティア、および、支援者に向け

情報発信します。 

   ３．他媒体での広報 

外国人市民やボランティア希望者を対象に、当協会の催し物や活動をはちコミねっと、タウンニュー

ス・よみっこなどのミニコミ紙への広報活動を進めます。 

Ⅲ．ネットワーク作り 

   １．外部団体との連携 

    他のボランティア団体と連携をして、多文化共生のためのイベントを開催します。 

２．外国人市民ネットワーク会議実施 

    外国人市民に日本語学習等の支援活動を行っている団体会員等とネットワーク会議（２回）を開催 

し、支援の輪を広げていきます。 

   ３．外国人市民がまちづくりに参画できる仕組み作り 

    他のボランティア団体と共催して外国人市民が八王子市のまちづくり活動に、参画できるよう取り組み 

 ます。 

   ４．明るいボランティアの活動の場づくり 

   「生涯学習フェスティバル in クリエイトホール」の「多文化共生の集い（展示と交流）」に参加します。 

   国際交流スペースでは、外国人ボランティア、大学の留学生ボランティアの方々に民族衣装や 

伝統工芸品などご自分の国を紹介していただき、来場者と交流します。 
 

Ⅳ．施策提案・調査など 

  １．「八王子マルシェ」に出店します。 

   ２０２０年度に立ち上げた「財務向上プロジェクト委員会」から生まれた企画を継続して行います。 

  ２．NPO法人八王子市民活動協議会、八王子市民活動支援センターとの連携を図り、積極的に 

   同主催のイベントに参加して多文化共生の啓もうを図ります。 はちおうじ NPOフェスティバル、 

   八王子いちょう祭り、地域デビューパーティに参加します。 
 

Ⅴ.多文化キッズサロン事業 

  「多文化キッズサロン」は東京都の施策の「こども未来アクション」の一つです。 

  「日本語を母語としない子どもへの支援」のために、子どもたちが集い・交流する地域の居場所で 

 ある「多文化キッズサロン」の設置を八王子市が進めています。 

  今年度に設置される「ひまわり」（高尾教室）の支援をします。 
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当協会として、従来の「学習支援」と「進学ガイダンス」活動、を発展、充実させて「多文化キッズ 

サロン」として活動しています。  

日本語を母語としない子ども達を、“学習支援”・“相談”・“交流”の面から総合的に支援します。 

１．「学習支援」 

親の仕事・生活の都合で来日し、日本で学校教育を受ける子どもたちが増加しています。 

八王子駅前学習教室と北野学習教室は約 40回開催とし、日本語を母語としない子どもたちの 

「学習と居場所」を確保する支援をしていきます。 

２．「相談」 

「日本語を母語としない親子のための多言語高校進学ガイダンス」を開催します。 

また、子ども・保護者向けの進路・進学などの相談に対応します。 

３．「交流」 

 地域との交流を目的とした、多文化国際交流イベントを開催します。 

 

Ⅵ．「国際交流事業」 

１．「世界の人とふれあいタイム」 

外国人ゲストスピーカーの発表会を年４回開催します。スピーカーの国の文化、歴史などを理解 

し、参加者が外国人スピーカーと楽しく交流できるイベントを実施します。 

２．「外国人おもてなし英語学習会」 

    “外国人おもてなしボランティアを志す”方々を対象に「外国人おもてなし英語学習会」を年３回開催 

して、英語力の向上とおもてなし技術を磨き、外国人支援を推進します。 

 
 

Ⅶ． ｢国際理解教育事業」 

「多文化共生社会について」外国人市民にも日本人市民にも理解を広めることが目標です。 

学校等での国際理解教育授業や異文化理解活動への協力、市民向け・子ども向けの国際理解 

講座やワークショップなどの開催を通して国際理解を深めていきます。 

外部講師のほか委員も講師となって委員会や協会内外での相互啓発も行います。 

  

Ⅷ．八王子市における”多文化共生推進プラン”を実現するための支援業務 

（八王子市市民活動推進部学園都市文化課多文化共生担当からの受託業務） 

１．｢在住外国人サポートデスク｣の運営 

外国人市民に“生活・コミュニケーション相談や暮らしの情報等を提供”を行います。 

また、必要な専門家相談窓口を紹介して相談者の課題に対応します。 

窓口対応は午前 10時～午後５時 (日・祝日・木曜日を除く) 

月曜日には中国語で相談できる日として相談しやすい環境を強化しています。 

行政書士による外国人個別相談を毎月第１土曜日午後２時～５時に実施します。 

弁護士による外国人個別相談を３か月に１度、（原則）第３土曜日午後２時～５時に実施します。 
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行政書士相談会および弁護士相談会では英語と中国語の通訳（語学ボランティア）が常駐します 

が、相談者の希望に応じて他言語の通訳（語学ボランティア）が同席します。 

サポートデスク業務を支援する語学ボランティアのスキルアップのための研修会を上期・下期、 

各１回実施します。 

また、DV防止の研修会や委員会に参加して、外国人市民の DV相談にも適切に応じます。 

   
  

２．「日本語ボランティア養成講座」の実施 

外国人市民の日本語学習の支援者を養成するため「日本語ボランティア養成講座（基礎）」 

（全３回コース）」を２回実施し、講座修了者が当協会の学習支援教室や協会団体会員の日本語 

教室での活動に参加するように勧めます。 

また、日本語学習の支援者のブラシュアップのために「日本語ボランティア養成講座（ 

ブラッシュアップ）」（全３回コース）」を年１回実施します。 

 
 

３．「学習支援事業 (研修・講演会)」の実施 

八王子駅前教室（毎週月曜日）、北野教室(毎週水曜日)で学習支援をしている支援者のレベル 

アップと支援希望者への理解・啓発のために、研修会を年１回実施します。 

     
 

Ⅸ．語学シリーズの実施（自主事業） 

    当協会の活動資金の自力で稼ぐ力をつけるとともに認知度向上、国際交流・理解活動を目的と 

   して、英語・フランス語の教室を開催します。「ネイティブと学ぶ中級英会話」と「ネイティブと学ぶ 

初めてのフランス語」を春期、秋期、冬期に開催します。秋期からはもう一つ講座を追加する事を 

検討しています。 

企画・運営は委員会主体で行います。 

 

Ⅹ.管理業務 

１． 体制強化策の検討 

組織運営の効率化を図るとともに、体制強化策の検討を行います。 

２．“協会内の横断的活動” 

協会を構成する、団体会員、賛助団体、各委員会や個人会員との連携を図るため、委員長 

会議、団体ネットワーク会議等を適時に開催します。 
 

３．各種市民団体との連携 

各団体会員や賛助団体会員の行事にも積極的に参加し交流を深めます。 

東京都つながり創生財団、近隣国際交流協会、市内企業、大学、町会自治会、市民、 

市民活動団体や行政との連携を図り、ネットワークの輪を広げていきます。 


